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◎ストーカー行為への対策について

ストーカー行為の恐ろしさは、初めは「たいしたことない」ものだったのが次第にエスカレートした
り、一旦、おさまっても行為が再熱し、結果として身体等に危害を及ぼすようになることです。

ストーカー行為は放置するほど危険なため、エスカレートする前に対策することが重要です。

【ストーカー対策について】
～被害を未然に防止するために～

♢ SNS等に個人が特定できるような情報を安易に載せないようにすること。

♢ 個人情報が載っている郵便物は裁断して捨てること。

～ストーカー被害を受けた場合にするべきこと～

♢ 身の危険を感じた場合は、迷わずすぐに１１０番通報すること。

♢ 一人で行動する際は、明るい時間帯、人通りが多い場所等、安全な移動ルートを選ぶこと。

〇警察では、被害者からの申出に応じて、被害防止の援助や相手方への警告、検挙などの措置を

行っています。

あなたの力になります。一人で悩まず、気軽に相談してください。 中村警察署
052-452-0110

iOS端末

（iPhone等）
Android端末

困り事があれば気軽に

ご相談に来てください！

日比津交番～あなたの情報が犯人逮捕に繋がる～
◎指名手配犯人の捜査にご協力を！
全国では、警察庁の重要手配を受けて公開手配している警察庁指定重要指名

手配被疑者が令和5年１１月末現在、全１４人います。

警察では、犯人逮捕に向けて総力を挙げて捜査を行っていますが、犯人を早

期に逮捕するためには、県民の皆さんのご協力が不可欠です。

「以前、ここで働いていた」「店によく来る客が顔が似ている」など、ささ

いなことでも結構ですので、警察に通報をお願いします。

◎犯罪について知っていることは積極的に通報を！

過去には、皆さんからの情報提供によって事件が解決したケースが数多くあ

ります。

「事件が起きた時間帯に不審な人物を見た」など、あなたのほんの少しの情

報が、犯人逮捕に繋がる大きな手がかりとなります。

犯人逮捕に向け、ご協力をお願いします！

一人で悩まず、すぐに相談を！


